
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
受
領

答

弁

第

四

一

三

号

内
閣
衆
質
一
七
七
第
四
一
三
号

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
河
井
克
行
君
提
出
江
田
五
月
法
務
大
臣
の
死
刑
執
行
命
令
書
へ
の
署
名
拒
否
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
河
井
克
行
君
提
出
江
田
五
月
法
務
大
臣
の
死
刑
執
行
命
令
書
へ
の
署
名
拒
否
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

死
刑
執
行
後
に
執
行
の
事
実
及
び
執
行
を
受
け
た
者
の
人
数
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
平
成
十
年
十
一
月
以
降
、
そ
の
在

任
中
に
死
刑
の
執
行
が
な
さ
れ
て
い
な
い
法
務
大
臣
の
人
数
は
、
江
田
法
務
大
臣
を
含
め
五
名
で
あ
る
。
な
お
、
法
務
大
臣

の
ど
の
よ
う
な
発
言
が
「
自
ら
の
考
え
を
表
明
し
た
」
こ
と
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
概
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
か
ら
、
「
近
年
の
事
例
を
ひ
も
と
い
て
説
明
」
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
百
七
十
五
条
第
二
項
本
文
に
お
い
て
は
、
死
刑
執
行
命
令
は

判
決
確
定
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
一
般
に
、
訓
示
規
定
で
あ

る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
死
刑
と
い
う
人
の
生
命
を
絶
つ
極
め
て
重
大
な
刑
罰
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
そ
の
執

行
に
慎
重
を
期
し
、
六
月
以
内
に
死
刑
執
行
命
令
が
な
さ
れ
な
く
て
も
、
違
法
と
な
る
も
の
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
「
閣
僚

と
し
て
の
職
務
怠
慢
に
あ
た
る
」
及
び
「
日
本
国
憲
法
第
七
十
三
条
・
・
・
に
違
反
し
て
い
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な

一



い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


